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第４０回 佐倉市都市計画審議会 次第 

  

１．開 会 

 

２．市長挨拶 

 

３．委員紹介 

 

４．会長・副会長選出 

 

５．協議事項 会議の運営について 

 

６．議事録署名人指名 

 

７．議 事 

（報告事項） 

１．佐倉都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

原案の作成について（資料１、２） 

２．佐倉市用途地域等指定基準の策定について（資料３、４） 

３．佐倉市開発行為等の規制に関する条例の改正について 

（資料５～９） 

 

８．その他 

 

９．閉 会 
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千葉大学大学院
(准教授) 松浦

まつうら

　健治
け ん じ

郎
ろ う

社団法人千葉県建築設計事務所協会
（印旛支部佐倉地区代表） 鈴木

すず き

　尚
たかし

東京情報大学（名誉教授） 原
はら

　慶太郎
けいたろ う

学
識
経
験
者

５
人

元）千葉県職員（都市計画課長）
現）株式会社フジタ（顧問） 若狹
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○佐倉市都市計画審議会条例 

平成12年３月28日条例第32号 

改正 

平成14年３月29日条例第19号 

平成25年10月１日横書き施行 

佐倉市都市計画審議会条例 

（設置） 

第１条 都市計画法（昭和43年法律第100号）第77条の２第１項の規定に基づき、佐倉市

都市計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織等） 

第２条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。 

(１) 学識経験者 ５人以内 

(２) 市議会議員 ５人以内 

(３) 関係行政機関の職員 ２人以内 

(４) 市民 ２人以内 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみな

す。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員及び専門委員） 

第３条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干

人を置くことができる。 

２ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置く

ことができる。 

３ 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。 

４ 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門

の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

５ 臨時委員は、当該特別の事項に関するものを除き、審議会の会議（以下「会議」と

いう。）に加わり、議決することはできない。 
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（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、第２条第１項第１号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選

挙によってこれを定める。 

３ 副会長は、第２条第１項第１号に掲げる者につき任命された委員のうちから会長の

指名によってこれを定める。 

４ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 会長は、会議の開催日の３日前までに会議の議案を委員及び当該議案に関係する臨

時委員に通知しなければならない。ただし、特に会長が緊急を要すると認めた議案に

ついては、この限りでない。 

３ 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ開く

ことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、都市計画主管課においてこれを処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議

に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（佐倉市都市計画審議会設置条例の廃止） 

２ 佐倉市都市計画審議会設置条例（昭和44年佐倉市条例第34号）は、廃止する。 

附 則（平成14年３月29日条例第19号） 

この条例は、平成14年６月１日から施行する。 
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協議事項  

 

会議の運営について（取り決め事項案） 

 

 

１．関係行政機関の職員の代理出席について（報告事項） 

 

 

２．会議の全部又は一部非公開の決定方法について 

 

 

３．議事録の作成方法について 

 

 

４．会議傍聴要領について 
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前期都市計画審議会の運営方法について 

 

１．関係行政機関の職員の代理出席について 

  都市計画審議会委員は、個人の識見をもとに委嘱されるため、原則として

代理出席は認めていないが、関係行政機関の職員については、当該機関の意

思を代表するものとして委嘱されているため、当該機関の意思を受けて出席

するものであれば、代理での出席も可能との判断をしている。 

  このため、佐倉警察署長、印旛土木事務所長の代理出席を認める。 

 

 

２．会議の全部又は一部非公開の決定方法について 

非公開となる審議事項があると認められる場合には、事務局が会長の承認

を得て決定する。 

 

 

３．議事録の作成方法について 

  議事録は全文筆記とし、議長及び議長が指名した議事録署名人２名の署名

により確定する。 

 

 

４．会議傍聴要領について 

  別紙のとおり会議傍聴要領を定め、傍聴人に配布する。 

参考資料 
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傍 聴 要 領 

 

佐倉市都市計画審議会 

 

１ 傍聴手続 

 (１) 傍聴の受付は、当日、会場で先着順に行い、定員になり次第、受付を

終了します。 

 (２) 傍聴の受付は、会議開始１５分前から会議開始までとします。 

 

２ 会議を傍聴するに当たって、守っていただく事項 

(１) 静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対の意向等

を表明しないでください。 

(２) 発言、質問等はしないでください。 

(３) スマートフォン、携帯電話その他これらに類する機器は使用しないでく

ださい。 

(４) 写真撮影、録画、録音等を行わないでください。ただし、会長が認めた

場合は、この限りではありません。 

(５) 張り紙、プラカード等を携帯しないでください。 

(６) はち巻、腕章等を着用しないでください。 

(７) その他会場の秩序を乱し、又は会議の妨げとなるような行為はしないで

ください。 

 

３ 会場の秩序維持 

 (１) 会長及び職員の指示に従ってください。 

 (２) 傍聴人が上記２のことをお守りいただけない場合は、会長が注意し、

なおこれに従わない時は、退場していただく場合があります。 
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都市部 都市計画課 

都市計画審議会の概要について 

 

■都市計画審議会とは 

 都市計画は都市の将来の姿を決めるものであり、また土地に関する権利など、市民の

権利に制限を加えるものでもあるため、その決定にあたっては、慎重な検討が必要です。 

 都市計画法第 19条の規定により、市が都市計画を決定するには、都市計画審議会の

議を経ることとされています。行政が単独で都市計画を決定するのではなく、専門的な

見識を有する第三者機関に調査審議をいただくことで、より適正な都市計画の決定がな

されるために設けられた市の付属機関が、都市計画審議会です。 

 

図：都市計画決定に至るまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市計画審議会の役割  

都市計画審議会の役割は、都市計画法第 77条の２の規定により、 

▪ 市が決定する都市計画について調査審議をすること  

▪ 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項について調査審議すること  

▪ 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること  

とされています。 

 

■佐倉市都市計画審議会の委員構成  

佐倉市都市計画審議会条例により、佐倉市都市計画審議会は 

・学識経験者     ５人以内 （５人） 

・市議会議員     ５人以内 （５人） 

・関係行政機関の職員 ２人以内 （２人） 

・市民        ２人以内 （２人） 

で組織することとされています。     ※（ ）内は現在委嘱人数 

 

都
市
計
画
の
原
案
の
作
成 

都
市
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画
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原
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都市部 都市計画課 

■都市計画決定の種類 

佐倉市決定                   

 

 

 

 

                       

 

■これまでの開催状況 
 

 

第 33回 平成 31年 3月 19日開催 

・佐倉都市計画 地区計画（高崎地区）の決定について 

・佐倉都市計画 地区計画（ちばリサーチパーク佐倉地区）の変更について 

 

第 34回 令和 3年 1月 19日開催 

 ・佐倉都市計画下水道の変更について 

 ・佐倉市都市マスタープランの見直しについて（経過報告） 

 

第 35回 令和 3年 4月 26日開催 

 ・佐倉市都市マスタープラン（案）について 

 ・特定生産緑地の指定について 

 ・都市計画道路の見直しについて（報告） 

 

第 36回 令和 4年 8月 2日開催 

 ・特定生産緑地の指定について 

 ・市街化調整区域の土地利用方針及び地区計画ガイドラインの改訂について（報告） 

 

第 37回 令和 4年 11月 1日開催 

 ・佐倉都市計画公園の変更について 

 

第 38回 令和 5年 8月 2日開催 

 ・佐倉都市計画生産緑地地区の変更について 

 ・佐倉市立地適正化計画の見直しについて（報告） 

 ・都市計画道路の見直しについて（報告） 

 

第 39回 令和 6年 2月 14日開催 

 ・佐倉市立地適正化計画の改定について 

佐倉市決定 千葉県決定 

用途地域 

高度地区 

防火地域及び準防火地域 

地区計画 

市の設置する道路、公園 

50ha未満の区画整理事業など 

整備、開発及び保全の方針 

区域区分 

国県の設置する道路、公園 

（10ha以上に限る）   

50haを超える区画整理事業など 
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